
議
第
七
号
議
案

群
馬
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
厚
生
文
化
常
任
委
員
会
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

厚
生
文
化
常
任
委
員
会

十
人

一

生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
の
所
管
に
関
す
る
事
項

二

こ
ど
も
未
来
部
の
所
管
に
関
す
る
事
項

三

健
康
福
祉
部
の
所
管
に
関
す
る
事
項

四

病
院
局
の
所
管
に
関
す
る
事
項

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

常
任
委
員
会
の
所
管
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。


